
平成２６年（厚）第９１３号

平成２７年５月２９日裁決

主文

厚生労働大臣が、平成○年○月○日付で再

審査請求人に対してした、後記理由欄第２の

２記載の原処分を取り消す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、主文と同旨の裁決

を求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、厚生年金保険法等の一部を

改正する法律（平成８年法律第８２号。

以下「平成８年改正法」という。）附則

第１６条の規定により、厚生年金保険の

管掌者たる政府が支給するものとされた

国家公務員等共済組合法等の一部を改正

する法律（昭和６０年法律第１０５号）

第１条の規定による改正前の国家公務員

等共済組合法に定める退職年金（以下、

単に「退職年金」という。）の受給権者

であったＡ（以下「亡Ａ」という。）が

平成○年○月○日に死亡したので、平成

○年○月○日（受付）、厚生労働大臣に

対し、亡Ａの妻であるとして、亡Ａに係

る厚生年金保険法（以下「厚年法」とい

う。）の規定による遺族厚生年金（以下、

単に「遺族厚生年金」という。）の裁定

を請求した。

２　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「生計維持関係にあ

るとは認められないため。」として、遺

族厚生年金を支給しない旨の処分（以下

「原処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服として、○○

厚生局社会保険審査官に対する審査請求

を経て、当審査会に対し、再審査請求を

した。

第３　問題点

１　退職年金の受給権者が平成９年４月１

日以降死亡した場合、死亡した者（以

下「死亡者」という。）の配偶者で、当

該死亡の当時死亡者によって生計を維持

していたものには、遺族厚生年金が支給

される（平成８年改正法附則第１１条第

１項、附則第１６条第３項及び厚生年金

保険法等の一部を改正する法律の施行に

伴う経過措置に関する政令（平成９年政

令第８５号）第１７条）。そして、死亡

者によって生計を維持していた配偶者と

は、死亡者と生計を同じくしていた配偶

者で、年額８５０万円以上の収入又は年

額６５５万５千円以上の所得（以下、上

記の収入額又は所得額を「基準額」とい

う。）を将来にわたって有すると認めら

れる者以外のものとされている（厚年法

第５８条第１項第４号、第５９条第１項

及び第４項、厚年法施行令第３条の１０

並びに「生計維持関係の認定基準及び認

定の取扱いについて」（平成２３年３月

２３日年発０３２３第１号厚生労働省年

金局長通知。以下「本件通知」という。））。

２　本件の場合、亡Ａが、その死亡の当時

退職年金の受給権者であったこと、及び、

同人の死亡の当時請求人が亡Ａの妻で

あって、基準額を将来にわたって有する

と認められる者以外のものであったこと

については、後記第４の１の（1）から（3）

までの認定事実から明らかであり、この

点についての当事者間の争いはないと認

められるから、本件の問題点は、請求人

が亡Ａの死亡当時同人によって生計を維

持していたものと認めることができるか

どうか、ということである。

第４　事実の認定及び判断

１　本件記録及び本件手続の全趣旨によれ

ば、次の事実を認定することができる。

（1）～（8）　（略）

２　請求人は、概略次のように述べている。

（略）

３　Ｂ作成の書面には、概略次のような記

載がある。

（略）

４　以上に基づいて、本件の問題点につい

て検討し、判断する。

（1）　遺族厚生年金の受給権者に係る生



計維持関係の認定について、保険者は、

本件通知を定めているが、認定対象者

が死亡した者の配偶者であり、住所が

死亡者と住民票上異なっている場合に

死亡者との生計維持関係が認められる

ためには、次のいずれかに該当する必

要があるとしている。

ア　現に起居を共にし、かつ、消費生

活上の家計を一つにしていると認め

られるとき

イ　単身赴任、就学又は病気療養等の

止むを得ない事情により住所が住民

票上異なっているが、次のような事

実が認められ、その　事情が消滅し

たときは、起居を共にし、消費生活

上の家計を一つにすると認められる

とき

（ｱ）　生活費、療養費等の経済的な

援助が行われていること

（ｲ）　定期的に音信、訪問が行われ

ていること

（2）　上記のような基準は、一般的・基

本的なものとしては相当と解されるの

で、本件をこれに照らしてみると、前

記１で認められる事実によれば、（1）

のアに該当しないことは明らかである

ので、（1）のイに該当するものと認め

られるかどうかが問題となる。

（3）　亡Ａと請求人は、上記１の（4）の

とおり、平成○年に○○宅で亡Ａ、Ｂ

夫婦と１０日間ほど同居したあと、亡

Ａが死亡するまで別居状態が続いてい

たところ、その契機については、上記

２の（1）ないし（4）及び上記３の（1）

によれば、請求人とＢの間で食い違い

はあるものの、請求人が○○町宅から

○○宅に移り住んで８日を過ぎたとき

に発生したＢの妻とのトラブルであっ

たことが認められ、請求人が○○家庭

裁判所に申し立て平成○年○月○日に

調停が成立した婚姻費用分担調停事件

で請求人とＢの関係はさらに悪化し、

請求人が亡Ａのいる○○宅に戻ること

ができない状況になったものというこ

とができる。亡Ａも自分の年金を必要

としているＢをおいて請求人のところ

へ行くことはできない状況にあり、請

求人と亡Ａとの別居は、請求人とＢ夫

婦との関係悪化によって別居せざるを

得なくなったものと認められる。

（4）　上記１の（5）、（7）及び（8）の事

実によれば、亡Ａは、上記調停事件後

も請求人との離婚の意思はなく、請求

人の生活費の一部として毎月婚姻費用

の送金を続けるとともに、請求人とＢ

との関係修復を強く望んでいたことが

うかがわれ、死亡するまで送金が続い

ていたことから最期まで離婚の意思が

なかったことが認められる。

（5）　上記１の（6）の事実並びに上記２

の（5）ないし（7）、３の（2）及び（3）

からは、請求人と亡Ａとの音信は、請

求人が平成○年に○○宅を住所とする

ようになってからは限られたものであ

り、特に平成○年○月に亡Ａが入院し

て以降は、一度入院を見舞っただけで

あったことが認められるが、上記１の

（7）の事実からは、請求人は亡Ａとの

面会を望んでいたことが認められ、ま

た上述したところからは、請求人も高

齢であり、その体調や地理的、経済的

な事情から容易に○○市内に赴くこと

ができなかったことが認められ、さら

に、請求人が亡Ａと連絡を取ろうとし

てもＢ夫婦との関係悪化がその妨げに

なっていた事情もうかがえるのであっ

て、音信が乏しかったのもやむを得な

かったものということができ、音信の

事実がほとんど認められないことを

もって請求人に亡Ａと意思疎通を図ろ

うとする意思がなく、意思疎通を図る

ことも必要としていなかったとするの

も相当でない。

（6）　そうすると、請求人と亡Ａとの別

居は、亡Ａと同居しているＢ夫婦と請

求人との関係悪化によりやむを得ず発

生したものであり、その関係が修復さ

れても別居を解消しないとする合理的

理由はないのであり、亡Ａには死亡す

るまで請求人との離婚の意思はなく、



請求人に婚姻費用の送金を続けてお

り、請求人と亡Ａとの音信についても、

（5）に記載したような状況が認められ

るのであって、これらを総合して考え

れば、前記（1）のイに該当している

ものと認めるのが相当である。

（7）　以上によれば、請求人は、亡Ａの

死亡の当時、同人により生計を維持し

ていたものと認めることができるので

あるから、これと異なる趣旨の原処分

は取り消されなければならない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。


